
 

 

                                                                                                   

Financial Trends                                        経済関連レポート 

金融機関の住宅ローン依存への警戒 発表日：2009年6月26日(金) 
～採算低下が懸念される住宅ローン～ 

               第一生命経済研究所 経済調査部 
          担当 熊野英生（℡：03-5221-5223） 

 

 雇用悪化が進むと、住宅ローンの不良債権化が心配される。銀行が住宅ローンに依存する度合いは強まっている一方、

競争激化によって、住宅ローンでは採算性を確保しにくくなっている。景気回復局面でも、短期金利水準が上昇していけば、

住宅ローンの信用リスクは高まり、住宅ローンの採算悪化を招くことが懸念される。 

 

高まってきた住宅ローン比率 

 このところの失業率の上昇をみて心配なのは、銀行が個人向けに融資している住宅ローンのことである。失業増

加・給与切り下げが進めば、ローンを抱えている勤労者の生活設計が狂ってしまい、それが住宅ローンの返済難に

つながっていく。 

 今のところ、発表されている個人の自己破産件数は、2003年をピークに減少傾向を辿っている（図表1）。しか

し、しばらく時間が経過して、失業率と連動して自己破産申立件数が増加していく可能性は否定できない。このと

ころ、自己破産件数の伸び率はマイナス幅を縮小させている（図表2）。競売件数も、2008年度までの件数が、遡

及できる2002年以降で最高になっているという報道もある。銀行経営にとって、不良債権問題はかつての2001・

2002年度よりも遥かに少なくなっているが、住宅ローンに関しては、潜在的な不良債権化リスクが無視できない。 

 長い間、個人向けの住宅ローン・ビジネスは、銀行にとって優良な収益源であった。相対的に貸し倒れリスクが

少なく、一定の利鞘が稼げる貸出先だったからである。銀行の貸出構造は、長い期間をかけて、大企業離れが進み、

中小企業向け貸出にシフトするとともに、貸出金利鞘が縮小するかたちで採算性の低下が起こった。個人向けの住

宅ローンは、それを補うかたちで趨勢的に増加してきた経緯がある。加えて、2001年12月に旧住宅金融公庫（現独

立行政法人住宅支援機構）の改組が決まり、その後に補給金が削減されたことも、公的住宅ローンから民間住宅ロ

ーンへのシフトを一層促すことになった。住宅ローン残高のシェアをみると、1990年以前に国内銀行で10％に満た

なかった割合が、90年代後半にかけて上昇して2000 年代初頭には20数％を占めるまでに増えている（図表3、4）。 
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(図表2）個人の自己破産件数の伸び率％

出所：最高裁判所
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出所：日本銀行「資金循環勘定」

(図表3）国内銀行貸出に占める住宅ローンの割合
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(図表4）業態別にみた住宅ローンの割合
個人への住宅貸出／総貸出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅ローン市場での競争激化 

 銀行の住宅ローンへの傾斜が続いていく中で、銀行の競争環境は激化し、「金利優遇キャンペーン」という名目

で、住宅ローンの収益性が実質的に下がっている。住宅金融支援機構の「民間住宅ローンの貸出動向調査」（2008

年度）では、住宅ローンについて懸念する問題点として、「貸出競争激化に伴う利鞘縮小」（83.4％）を挙げる金

融機関が圧倒的に多かった（図表 5）。近年の住宅ローンは、借り手の中に「金利優遇キャンペーン」を活用せずに、

基準金利で借りる人などはいないくらいに、優遇競争が広範化している。前述のアンケート調査では、全体の9割

の銀行は、こうした金利優遇制度を設け、平均8割程度が優遇措置を適用しているとされる。 

 具体的な優遇措置は、当初2～3年間の適用金利が特

に大きく引き下げられたり、他金融機関からの借り換え

を優遇したりするバリエーションがみられる。個人向け

の住宅ローンの中で、当初2～3年で固定金利を適用す

るタイプは、住宅ローン残高の約28％を占めている。

銀行側が営業戦略として重視しているタイプは、5年・

10年の固定金利型住宅ローンであるのとは食い違いが

ある。 
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（金利決定時の参考指標）

（図表5）金融機関が懸念する住宅ローンのリスク

固定期間選択

型の場合
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。 

の貸出競争が激化していくと、住宅ローンの採算確保はその前提が崩れていく。他行が低金利商品

 金利優遇キャンペーンの仕組みの下では、借り手にと

って入り口のところで、低金利のメリットを享受しやく

なるが、逆に銀行側にとってはメリットが乏しくなる。

銀行は、少なくとも当初2～3年間は不採算を強いられ

る。住宅ローンの貸出期間は平均25.3年と長いので、

銀行は当初期間の不採算を我慢した上で、金利優遇期間

が明けてから、採算を確保するような胸算用が成り立つ

 しかし、銀行

を提供し始めると、採算性が厳しくても、否応なく低い金利で一定期間固定金利型住宅ローンを提供せざるを得な

くなっている。借り手側の借り換え理由についてみても、「適用金利が上昇し、返済額が増加するから」という回

答が52.4％を占めている（住宅支援機構「民間住宅ローン借換の実態調査」（2008年度））。住宅ローンを抱えて

いる世帯は、金利に敏感であり、常に有利な条件を探し回っているから、銀行が不採算を覚悟で金利優遇を提供す

ることはそうしたニーズの受け皿になっている。 
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、そうした中で起こっている。もともと住宅ローンの信用コス

行のビジネスモデルの課題 

が改善されるためには、貸出金利がある程度上昇しなくてはならないという見解が

くると、事情は変わってくる。なぜならば、個

高の中で、

務者が警戒すべきは、長

し

 現在、心配されているマクロの雇用環境の悪化は

トは、借り手が長く借りれば借りるほど増大する傾向がある。採算面から言えば、銀行の住宅ローンは、時間が経

過すれば、一定の採算性が確保できるようになっているはずなのに、信用コストが上昇してますます当初の予定通

りに収益が得られないというリスクが高まる。 

 

銀

 通説として、銀行の収益構造

ある。これは、銀行の貸出利鞘を厚くすれば、融資先の信用コストを吸収しやすくなるという理屈がある。この理

屈は、銀行貸出のほとんどが企業向け貸出だという前提では成り立つだろう。将来、景気が本格的に良くなったと

き、企業収益が厚みを増して金利負担能力が高まるからである。 

 ところが、銀行貸出のうち、個人向け住宅ローンの割合が増えて

人の場合、景気が相当に回復しても、おそらくは給与水準の改善が遅れ、金利負担能力は十分に高まらないと予想

されるからだ。金利上昇の影響で住宅ローンの不良債権化は、多かれ少なかれ免れられないだろう。 

 国土交通省の「民間住宅ローンの実態に関する調査」（2008年度調査）によると、民間住宅ローン残

変動金利型の割合は37.4％を占めている（図表6）。変動金利型の住宅ローンを借りている世帯は、低金利の長期

化を予想した世帯や、借り換えで移ってきた世帯が少なからずいる。これまでは、超低金利環境で恩恵を受けられ

ていた世帯が、今後どこかの時点でやってくる短期金利の上

昇に十分な対応力を持っているのかどうかは定かではない。 

 なお、金利上昇には長期金利と短期金利の２つのケースが 37.4
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（2008年度）

ある。変動金利は、短期金利に連動するので、住宅ローン債

務者は敏感にその影響を受けそうであるが、長期金利上昇の

影響はどうなのだろうか。長期金利の場合は、既存の長期固

定で借りている債務者は、市況の変化を受けないため、長期

金利が上がったとしても、債務負担が増える訳ではない。年

代別に、金利の支払と受取のバランスを試算すると、長期金

利が上昇した場合、家計全体が若干のプラス（長期金利+1％

で317億円のネット受取増）で、若年世代はマイ

ナス、高齢世帯はプラスになるというばらつきが

生じていた（図表7）。長期金利のプラス効果が

現れやすい理由は、家計が個人向け国債・10年

変動金利型を保有するようになって、その保有者

は長期金利上昇にスライドして受取が増えやすい

ためである。 

 やはり、住宅ローン債

期金利上昇よりも、短期金利上昇である。住宅ロ

ーン債務者の37.4％が保有している変動金利型

住宅ローンは、これまでは低金利の恩恵が大きか

ったが、将来的にはどうなるかわからない。前述

25.3年間にずっと短期金利上昇を経験せずに終わるということは考えにくい。借り手側は、変動金利型の住宅ロー

％ (図表6）民間住宅ローンのタイプ別の割合
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たように、住宅ローンの借入期間は平均25.3年と長い。将来、
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しないとされるが、議論はそう簡単でない。すでに超低金利が長期化する中で、低金利構造に収益体質が

、

ンでも、一定期間固定金利型であっても、いつか訪れる金利上昇への準備をしておかなければならない。金利上昇

をうまく乗りこなせない世帯が増えることは、そこで銀行のデフォルト・リスクが顕在化するということになる。 

 金融システムの正常化ということを考えると、通説では、銀行の収益構造は、ある程度金利水準が上昇しなくて

は健全化

順応してしまい、金利上昇がかえってリスクになる副作用の側面も強まっている。低金利時代が長期化したために

正常化のハードルは相当に高くなっている。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


